
１．補助の対象となる住宅 次の要件をすべて満たす住宅

□令和８年１月２日から令和９年１月１日までの間に、３世代近居等をするために新たに取得した

新築住宅及び中古住宅（贈与または相続により取得したもの、借家の用に供するものを除く。）

□子世帯が居住するための住宅

□専用住宅（併用住宅も可）

□居住部分の床面積が５０㎡以上の住宅

２．対象となる方 次の要件をすべて満たしている方

□３世代近居等をする親・子・孫いずれの方も、基準日(※)において熊取町に住民登録をしているこ

と（３世代近居等の形成）

□基準日(※)において、子世帯が対象住宅に現に居住していること

□３世代近居等をする親・子・孫いずれかの方が対象住宅を所有する固定資産税の納税義務者であ

ること

□基準日(※)において、「３世代近居等をする子世帯が中学生以下の子どもを扶養する世帯」または

「３世代近居等をする子世帯の夫婦いずれもが４０歳以下」であること

□対象住宅の所有者及び居住者に町税等の滞納がないこと

※ 基準日：対象住宅を取得した日の属する年の翌年の１月１日（１月１日に取得した場合はその日）

３．申請の時期

対象住宅を取得した日の属する年の４月から基準日が属する年の２月末まで

（１月１日に取得した場合は、その年の２月末まで）

○令和８年１月２日～令和９年１月１日に取得･･･令和８年４月から令和９年２月末までに申請

※ 申請窓口：役場２階 企画財政経営課（土日祝を除く平日の９時から１７時まで）

熊取町での
安心生活を応援！

令和８年度までの

期間限定！

子世帯が、親世帯と３世代で近居や同居をするために、町内で住宅（中古住宅含む。床面積

５０㎡以上の住宅が対象。）を取得した場合に、１０万円を補助します。

※ 下記の１～２の要件に該当する場合のみ適用されます。

※ 補助を受けるには、期限までに申請が必要です。

３世代近居等支援に係る新築住宅及び中古住宅の取得に対する補助金の交付

熊取町で３世代近居･同居をはじめませんか？

３世代近居等支援補助金 を補助

※ 制度の詳細や申請書については、町ホームページをご

覧下さい。

※ ご不明な点は、企画財政経営課にお問い合わせ下さい。

熊取町 総合政策部 企画財政経営課 政策企画グループ

電話：072－452－9016（直通） ＦＡＸ：072-452-7103

メール：kikaku@town.kumatori.lg.jp熊取町 三世代近居


